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相続税・贈与税の納税義務者の区分と課税される財産の範囲 

近年国際化が進んでいるためか、「海外に住んでいれば相続税はかからなくできるのでしょうか？」とい

ったご質問をよく受けます。この答えは「ｲｴｽ」の場合と「ﾉｰ」の場合があり、簡単に答えを出すことはでき

ません。 

まず、相続税、贈与税が課税される者（納税義務者）には、①居住無制限納税義務者②非居住無制限納税

義務者③制限納税義務者の３つの区分があり、この区分は、被相続人（贈与者）や相続人（受贈者）の国籍

や住所により判定することとされています（下記表参照）。 

そして、どの区分に属するかによって課税される財産の範囲も異なってきます。 

         相続人 

         受贈者 

被相続人 

贈与者 

国内に住所あり 

国内に住所なし 

日本国籍あり 
日本国籍 

なし 
５年以内に 

国内に住所あり 

５年を超えて 

国内に住所なし 

国内に住所あり 

 

 

① 居住無制限

納税義務者 

（国内財産及び国

外財産に課税） 

 

 

② 非居住無制限納税義務者 

（国内財産及び国外財産に課税） 

税制改正の 

見込み 

国内に 

住所なし 

５年以内に 

国内に住所あり 

③ 制限納税

義務者 

（国内財産の

みに課税） 

５年を超えて 

国内に住所なし 

  

なお、住所とは各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実よって判定することと

されています。つまり、住民票の住所等の形式によって判断するのではなく、勤務地や家族の居場所等も考

慮して、あくまでも実質で判断する必要があります。 

 

平成２５年度税制改正の動向 

現行の相続税法では、日本国籍を有さない子供や孫への相続・贈与については、納税義務者である子供や

孫が上記③の制限納税義務者に該当するため、国外の財産対して相続税・贈与税が課されません。そして、

最近ではこの論点をついたタックスプランニングが行われているケースも良く見受けられました。 

そこで、平成２５年度税制改正においてこれを利用した租税回避スキームを封じ込める動きがあります。

具体的には、被相続人・贈与者が国内に住所を有していれば、相続人・受贈者が外国籍であっても海外の財

産に対して課税するという方向で議論がされています。 

今年は、衆議院選挙の影響もあり、例年１２月に決定される税制改正法案の骨子である税制改正大綱の話

し合いは中断されています。新内閣のもと、年明けから平成２５年度税制改正大綱のとりまとめへ向けた議

論が本格的になると思われるため、今後の動向に注目する必要があります。 
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